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３３ エエネネルルギギーー回回収収((ごごみみ処処理理量量当当たたりりのの発発電電電電力力量量))のの取取組組みみ上上位位 1100 施施設設

※環境省 一般廃棄物処理実態調査等から抜粋

順位 平成27年度(2015年度) kWh/t 平成28年度(2016年度) kWh/t 平成29年度(2017年度) kWh/t

1
泉北環境整備施設組合

泉北クリーンセンター(1号炉、2号炉)
588 東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合第第二二工工場場 689 東大阪都市清掃施設組合第五工場 759

2 静岡市西ケ谷清掃工場 555 東大阪都市清掃施設組合第五工場 687 東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合第第二二工工場場 688

3 北九州市新門司工場 549
豊中市伊丹市クリーンランド

ごみ焼却施設
614 神戸市港島クリーンセンター 660

4
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合

東淀工場
543

富山地区広域圏事務組合

富山地区広域圏クリーンセンター
607 船橋市北部清掃工場 648

5
東京二十三区清掃一部事務組合

板橋清掃工場
537 四日市市クリーンセンター 591

豊中市伊丹市クリーンランド

ごみ焼却施設
610

6 東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合第第一一工工場場 535
泉北環境整備施設組合

泉北クリーンセンター(1号炉、2号炉)
577

富山地区広域圏事務組合

富山地区広域圏クリーンセンター
610

7 藤沢市北部環境事業所 533 静岡市西ケ谷清掃工場 575
甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合

甲府・峡東クリーンセンター
595

8
東京二十三区清掃一部事務組合

大田清掃工場
531

東京二十三区清掃一部事務組合

練馬清掃工場
570

東京二十三区清掃一部事務組合

練馬清掃工場
594

9 堺市クリーンセンター臨海工場 531
福岡都市圏南部環境事業組合

福岡都市圏南部工場
562

泉北環境整備施設組合

泉北クリーンセンター(1号炉、2号炉)
580

10 川崎市王禅寺処理センター 525
東京二十三区清掃一部事務組合

板橋清掃工場
558 北九州市新門司工場 562

順位 平成30年度(2018年度) kWh/t 令和元年度(2019年度) kWh/t 令和2年度(2020年度) kWh/t

1 東大阪都市清掃施設組合第五工場 768 東大阪都市清掃施設組合第五工場 727 東大阪都市清掃施設組合第五工場 752

2 東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合第第二二工工場場 671 東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合第第二二工工場場 705 水戸市清掃工場（ごみ処理施設） 716

3 船橋市北部清掃工場 669 神戸市港島クリーンセンター 691 神戸市港島クリーンセンター 696

4 上越市クリーンセンター 666 船橋市北部清掃工場 664 東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合第第二二工工場場 695

5 神戸市港島クリーンセンター 664 上越市クリーンセンター 646 船橋市北部清掃工場 678

6
豊中市伊丹市クリーンランド

ごみ焼却施設
619

東京二十三区清掃一部事務組合

杉並清掃工場
645 船橋市南部清掃工場 673

7
東京二十三区清掃一部事務組合

杉並清掃工場
618

富山地区広域圏事務組合

富山地区広域圏クリーンセンター
627

東京二十三区清掃一部事務組合

杉並清掃工場
664

8 四日市市クリーンセンター 606
甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合

甲府・峡東クリーンセンター
620 上越市クリーンセンター 664

9
東京二十三区清掃一部事務組合

練馬清掃工場
604 四日市市クリーンセンター 616

富山地区広域圏事務組合

富山地区広域圏クリーンセンター
635

10
富山地区広域圏事務組合

富山地区広域圏クリーンセンター
594

草津市立クリーンセンター

(熱回収施設)
609

福岡都市圏南部環境事業組合

福岡都市圏南部工場
633

順位 令和3年度(2021年度) kWh/t 令和4年度(2022年度) kWh/t 令和5年度(2023年度) kWh/t

1 名古屋市北名古屋工場 790 名古屋市北名古屋工場 783 東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合第第二二工工場場 749

2
太田市外三町広域清掃組合

クリーンプラザ
746

太田市外三町広域清掃組合

クリーンプラザ
725

太田市外三町広域清掃組合

クリーンプラザ
733

3 水戸市清掃工場（ごみ焼却施設） 719 町田市バイオエネルギーセンター 707 名古屋市北名古屋工場 726

4 東大阪都市清掃施設組合第五工場 716 神戸市港島クリーンセンター 706 神戸市港島クリーンセンター 708

5 神戸市港島クリーンセンター 705 東大阪都市清掃施設組合第五工場 699 東大阪都市清掃施設組合第五工場 704

6 東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合第第二二工工場場 694 水戸市清掃工場（ごみ焼却施設） 699 船橋市南部清掃工場 695

7 船橋市南部清掃工場 681 船橋市南部清掃工場 689 水戸市清掃工場（ごみ焼却施設） 689

8 船橋市北部清掃工場 677 東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合第第二二工工場場 685 高砂市東播臨海広域クリーンセンター 688

9 町田市バイオエネルギーセンター 676 高砂市東播臨海広域クリーンセンター 677 町田市バイオエネルギーセンター 675

10 上越市クリーンセンター 669 船橋市北部清掃工場 667 鹿島共同可燃ごみクリーンセンター 667

参参 考考 資資 料料
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○○東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合規規約約
（昭和 40 年 10 月 1 日指令 40 地第 6319 号）

改正 昭和42年12月 8日指令地第2237号

     昭和44年10月28日指令地第2094号

     昭和47年 6月20日指令地第389号

     昭和47年10月14日指令地第899号

     昭和49年 8月 8日指令地第575号

     昭和49年11月18日指令地第1013号

     昭和58年 2月 1日指令地第1404号

     昭和59年10月 1日指令地第858号

     平成 4年 4月16日指令地第84号

     平成 8年 9月 9日指令地政第233号

   平成11年 3月15日埼東清第915号

   平成19年 5月14日指令市第305号

   平成22年 2月17日指令市第2123号

第 1章 総則

(名称)

第 1条 この組合は、東埼玉資源環境組合(以下「組

合」という。)という。

(組織)

第 2条 組合は、越谷市、草加市、吉川市、八潮市、

三郷市及び松伏町(以下「組合市町」という。)を

もって組織する。

(共同処理する事務)

第 3 条 組合は、 し尿処理場 ごみ処理場 の設

置及びその管理に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第 4条 組合の事務所は、越谷市増林三丁目 2 番地

1に置く。

第 2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第 5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」とい

う。)の定数は、24 人とし、その選出区分は、次の

とおりとする。

越谷市 6 人

草加市 6 人

吉川市 3 人

八潮市 3 人

三郷市 3 人

松伏町 3 人

2 前項の組合の議員は、組合市町の議会において、

その議会の議員のうちから選挙する。

(任期及び失職)

第 6 条 組合の議員の任期は、組合市町の議会の議

員の任期による。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合の議員が、組合市町の議会の議員でなくなっ

たときは、同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第 7 条 組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠選

挙を行わなければならない。

(選挙の結果の告示等)

第 8 条 組合の議員の選挙が終了したときは、組合

市町の議会の議長は、当選人に当選の旨を告知す

るとともに、直ちにその結果を管理者に報告しな

ければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当

選人の住所氏名を告示しなければならない。

(議長及び副議長)

第 9 条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議

長 1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

(議長の議事整理権、議会代表権)

第 10 条 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理

し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

(議長の代理及び仮議長)

第 11 条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けた

ときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議

長を選挙し、議長の職務を行わせる。

3 議会は、仮議長の選任を議長に委任することがで

きる。

(臨時議長)

第 12 条 第 9 条第 1 項及び前条第 2 項の規定によ

る選挙を行う場合において、議長の職務を行う者

がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を

行う。

(議長及び副議長の辞職)

第 13 条 組合の議会の議長及び副議長は、議会の許

可を得て辞職することができる。ただし、副議長

は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て

辞職することができる。

第 3章 執行機関

(設置及び選任の方法)

第 14 条 組合に管理者、理事及び副管理者を置く。

2 管理者及び理事は、組合市町の長の協議により組

合市町の長のうちからこれを定める。

3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得てこ

れを選任する。

4 組合に理事会を置く。理事会は、管理者、理事及

び副管理者をもって構成する。

(任期)

第 15 条 管理者及び理事の任期は、組合市町の長の

職にある期間とする。

2 副管理者の任期は、4 年とする。

(職務権限)

第 16 条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、組

合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があ

るとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

3 理事会は、組合の事務の適切な運営を図るものと

する。理事会の運営に関し必要な事項は、別に定

める。

(職員)

第 17 条 組合に会計管理者その他の職員を置き、管
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第 1条 この組合は、東埼玉資源環境組合(以下「組

合」という。)という。

(組織)

第 2条 組合は、越谷市、草加市、吉川市、八潮市、

三郷市及び松伏町(以下「組合市町」という。)を

もって組織する。

(共同処理する事務)

第 3 条 組合は、 し尿処理場 ごみ処理場 の設

置及びその管理に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第 4条 組合の事務所は、越谷市増林三丁目 2 番地

1に置く。

第 2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第 5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」とい

う。)の定数は、24 人とし、その選出区分は、次の

とおりとする。

越谷市 6 人

草加市 6 人

吉川市 3 人

八潮市 3 人

三郷市 3 人

松伏町 3 人

2 前項の組合の議員は、組合市町の議会において、

その議会の議員のうちから選挙する。

(任期及び失職)

第 6 条 組合の議員の任期は、組合市町の議会の議

員の任期による。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合の議員が、組合市町の議会の議員でなくなっ

たときは、同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第 7 条 組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠選

挙を行わなければならない。

(選挙の結果の告示等)

第 8 条 組合の議員の選挙が終了したときは、組合

市町の議会の議長は、当選人に当選の旨を告知す

るとともに、直ちにその結果を管理者に報告しな

ければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当

選人の住所氏名を告示しなければならない。

(議長及び副議長)

第 9 条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議

長 1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

(議長の議事整理権、議会代表権)

第 10 条 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理

し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

(議長の代理及び仮議長)

第 11 条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けた

ときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議

長を選挙し、議長の職務を行わせる。

3 議会は、仮議長の選任を議長に委任することがで

きる。

(臨時議長)

第 12 条 第 9 条第 1 項及び前条第 2 項の規定によ

る選挙を行う場合において、議長の職務を行う者

がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を

行う。

(議長及び副議長の辞職)

第 13 条 組合の議会の議長及び副議長は、議会の許

可を得て辞職することができる。ただし、副議長

は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て

辞職することができる。

第 3章 執行機関

(設置及び選任の方法)

第 14 条 組合に管理者、理事及び副管理者を置く。

2 管理者及び理事は、組合市町の長の協議により組

合市町の長のうちからこれを定める。

3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得てこ

れを選任する。

4 組合に理事会を置く。理事会は、管理者、理事及

び副管理者をもって構成する。

(任期)

第 15 条 管理者及び理事の任期は、組合市町の長の

職にある期間とする。

2 副管理者の任期は、4 年とする。

(職務権限)

第 16 条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、組

合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があ

るとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

3 理事会は、組合の事務の適切な運営を図るものと

する。理事会の運営に関し必要な事項は、別に定

める。

(職員)

第 17 条 組合に会計管理者その他の職員を置き、管
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理者がこれを任免する。

2 会計管理者は、組合市町の会計管理者をもって充

てる。

3 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。

(監査委員)

第 18 条 組合に監査委員 2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、

組合の議員及び識見を有する者のうちからそれぞ

れ 1 人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任さ

れる者にあっては、組合の議員の任期によるもの

とし、識見を有する者のうちから選任される者に

あっては、4年とする。

第 4章 経費及び補則

(経費)

第 19 条 組合の経費は、次の割合をもって組合市町

が負担するものとする。なお、組合の事業(財産)

より生ずる収入及びその他の収入がある場合は、

これに充てるものとする。

平等割 15 パーセント

搬入割 85 パーセント

2 前項の搬入割算定の基礎とする搬入量は、前年の

搬入量とする。

(地方自治法の準用)

第 20 条 この規約に規定すべき事項で、この規約に

定めのないものについては、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)中、市に関する規定を準用する。

附 則

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 第 3条のうち、ごみ処理場の設置及びその管理に

関する事務については、草加、越谷清掃組合の解

散について知事の許可があった日から施行する。

附 則(昭和 42 年指令地第 2237 号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(昭和 44 年指令地第 2094 号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(昭和 47 年指令地第 389 号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(昭和 47 年指令地第 899 号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(昭和 49 年指令地第 575 号)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 改正後の埼玉県東部清掃組合規約の第 19 条の規

定は、昭和 49 年度分の負担金から適用する。

附 則(昭和 49 年指令地第 1013 号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(昭和 58 年指令地第 1404 号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(昭和 59 年指令地第 858 号)

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(経費の負担割合の特例)

2 組合経費の負担割合は、この規約による変更後の

埼玉県東部清掃組合規約第 19 条第 1 項の規定に

かかわらず、昭和 59 年 10 月 1 日から昭和 60 年 3

月 31 日までは平等割 15 パーセント、人口割 30 パ

ーセント、搬入割 55 パーセントとし、昭和 60 年

度にあっては平等割 15 パーセント、人口割 15 パ

ーセント、搬入割 70 パーセントとする。この場合

において、人口割算定の基礎とする人口について

は、なお従前の例による。

附 則(平成 4年指令地第 84 号)

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、

その任期が満了するまでの間、変更後の第 18 条第

2項の規定により選任された監査委員とみなす。

附 則(平成 8年指令地政第 233 号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成 11 年埼東清第 915 号)

この規約は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 19 年指令市第 305 号)

(施行期日)

1 この規約は、平成 19 年 7 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規

約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この

規約による変更後の東埼玉資源環境組合規約(以

下「新規約」という。)第 14 条第 3 項の規定によ

り、副管理者として選任されたものとみなす。こ

の場合において、その選任されたものとみなされ

る者の任期は、新規約第 15 条第 2 項の規定にか

かわらず、施行日におけるこの規約による変更前

の東埼玉資源環境組合規約第 14 条第 3 項の規定

により選任された助役としての任期の残任期間と

同一の期間とする。

附 則(平成 22 年指令市第 2123 号)

この規約は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

（参考）

分担金割合の推移
割合

年度 平等割 人口割 搬入割

昭和 40 年度～昭和 48 年度 30 70 －

昭和49年度～昭和59年 9月 15 85 －

昭和 59 年 10 月～昭和 60 年 3 月 15 30 55

昭和 60 年度 15 15 70

昭和 61 年度～ 15 － 85
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○○東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合廃廃棄棄物物処処理理手手数数料料条条

例例
(平成 13 年 3 月 28 日条例第 2 号)

    改正 平成13年12月25日条例第6号

       平成16年 6月25日条例第5号

東埼玉資源環境組合廃棄物の処理に関する条例

(昭和 48 年条例第 7 号)の全部を改正する。

(趣旨)

第 1 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 227

条の規定により東埼玉資源環境組合(以下「組合」

という。)が徴収する手数料は、別に定めがあるも

ののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料適用の範囲)

第 2 条 この条例に基づいて手数料を徴収する廃棄

物は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物とする。

ただし、事業活動に伴って生じた一般廃棄物以外

の一般廃棄物と合わせて処分することができ、か

つ、事業活動に伴って生じた一般廃棄物以外の一

般廃棄物の処分に支障ない範囲内の量のものとす

る。

2 前項に規定する処分のできる事業活動に伴って

生じた一般廃棄物は、組合市町の許可を受けたも

のとする。

3 管理者は、前項の事業活動に伴って生じた一般廃

棄物については、施設の処分能力に応じて搬入を

制限することができる。

(手数料の徴収)

第 3 条 管理者は、前条に規定する事業活動に伴っ

て生じた一般廃棄物の処分に関して、事業者(事業

者が一般廃棄物の運搬を一般廃棄物処理業者に委

託したときは、当該委託を受けた業者とする。)か

ら手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、その廃棄物の数量 10 キロ

グラムにつき 210 円とする。ただし、数量が 10 キ

ログラム未満のときは、10 キログラムとし、その

数量が 10 キログラムを超えるときは、10 キログ

ラム未満の端数を切り上げて計算する。

(手数料の減免)

第 4 条 管理者は次の各号のいずれかに該当すると

きは、手数料を減額し、又は免除することができ

る。

(1) 災害その他の理由により手数料を納付させる

ことが適当でないと認められるとき。

(2) その他公益上特に必要と認められるとき。

(過料)

第 5 条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収

を免れた者は、その徴収を免れた金額の 5 倍に相

当する金額(当該 5倍に相当する金額が 50,000 円

を超えないときは、50,000 円とする。)以下の過

料に処する。

(委任)

第 6 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に東埼玉資源環境組合廃

棄物の処理に関する条例(昭和 48 年条例第 7 号)

の規定に基づいて徴収すべきであった手数料につ

いては、なお従前の例による。

附 則(平成 13 年条例第 6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の東埼玉資源環境組合廃棄物処理手数料

条例の規定に基づいて徴収すべきであった手数料

については、なお従前の例による。

附 則(平成 16 年条例第 5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成 16 年 10 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の東埼玉資源環境組合廃棄物処理手数料

条例の規定に基づいて徴収すべきであった手数料

については、なお従前の例による。
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○○東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合廃廃棄棄物物処処理理手手数数料料条条

例例
(平成 13 年 3 月 28 日条例第 2 号)

    改正 平成13年12月25日条例第6号

       平成16年 6月25日条例第5号

東埼玉資源環境組合廃棄物の処理に関する条例

(昭和 48 年条例第 7 号)の全部を改正する。

(趣旨)

第 1 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 227

条の規定により東埼玉資源環境組合(以下「組合」

という。)が徴収する手数料は、別に定めがあるも

ののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料適用の範囲)

第 2 条 この条例に基づいて手数料を徴収する廃棄

物は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物とする。

ただし、事業活動に伴って生じた一般廃棄物以外

の一般廃棄物と合わせて処分することができ、か

つ、事業活動に伴って生じた一般廃棄物以外の一

般廃棄物の処分に支障ない範囲内の量のものとす

る。

2 前項に規定する処分のできる事業活動に伴って

生じた一般廃棄物は、組合市町の許可を受けたも

のとする。

3 管理者は、前項の事業活動に伴って生じた一般廃

棄物については、施設の処分能力に応じて搬入を

制限することができる。

(手数料の徴収)

第 3 条 管理者は、前条に規定する事業活動に伴っ

て生じた一般廃棄物の処分に関して、事業者(事業

者が一般廃棄物の運搬を一般廃棄物処理業者に委

託したときは、当該委託を受けた業者とする。)か

ら手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、その廃棄物の数量 10 キロ

グラムにつき 210 円とする。ただし、数量が 10 キ

ログラム未満のときは、10 キログラムとし、その

数量が 10 キログラムを超えるときは、10 キログ

ラム未満の端数を切り上げて計算する。

(手数料の減免)

第 4 条 管理者は次の各号のいずれかに該当すると

きは、手数料を減額し、又は免除することができ

る。

(1) 災害その他の理由により手数料を納付させる

ことが適当でないと認められるとき。

(2) その他公益上特に必要と認められるとき。

(過料)

第 5 条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収

を免れた者は、その徴収を免れた金額の 5 倍に相

当する金額(当該 5倍に相当する金額が 50,000 円

を超えないときは、50,000 円とする。)以下の過

料に処する。

(委任)

第 6 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に東埼玉資源環境組合廃

棄物の処理に関する条例(昭和 48 年条例第 7 号)

の規定に基づいて徴収すべきであった手数料につ

いては、なお従前の例による。

附 則(平成 13 年条例第 6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の東埼玉資源環境組合廃棄物処理手数料

条例の規定に基づいて徴収すべきであった手数料

については、なお従前の例による。

附 則(平成 16 年条例第 5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成 16 年 10 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の東埼玉資源環境組合廃棄物処理手数料

条例の規定に基づいて徴収すべきであった手数料

については、なお従前の例による。
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○○東東埼埼玉玉資資源源環環境境組組合合廃廃棄棄物物処処理理手手数数料料条条

例例施施行行規規則則
(平成 13 年 3 月 28 日規則第 4 号)

    改正 平成25年 3月 5日規則第2号

       平成26年12月 4日規則第2号

       平成28年 3月30日規則第25号

平成31年 1月17日規則第1号

       平成31年 3月11日規則第3号

令和 3年 3月31日規則第10号

令和 5年 9月26日規則第21号

(趣旨)

第 1 条 この規則は、東埼玉資源環境組合廃棄物処

理手数料条例(平成 13 年条例第 2 号。以下「条例」

という。)の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。

(一般廃棄物)

第 2条 条例第 2 条第 1 項に規定する事業活動に伴

って生じた一般廃棄物とは、一般家庭から生じた

廃棄物の質と同等な廃棄物とする。

(廃棄物の処分手続)

第 3 条 前条の一般廃棄物の処分を組合に依頼しよ

うとする事業者(条例第 3 条第 1 項の事業者をい

う。以下同じ。)は、組合市町から発行を受けた許

可書を提出しなければならない。

(手数料の徴収方法)

第 4 条 条例第 3 条に規定する手数料(以下「手数

料」という。)は、そのつど納入しなければならな

い。ただし、管理者が認めた者については、1月ご

とに一括納入をすることができる。

2 手数料の徴収は、管理者が発行する納入通知書に

より行うものとする。

(督促)

第 5 条 管理者は、事業者が納入期限までに手数料

を完納しないときは、期限を指定して督促状(第 1

号様式)により督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状に指定する期限は、督促

状を発する日から起算して 10 日を経過した日と

する。

(一括納入の承認の申請等)

第 6条 一括納入をしようとする事業者(以下「申請

者」という。)は、廃棄物処理手数料一括納入承認

(更新)申請書(第 2 号様式)により管理者に申請し、

その承認を受けなければならない。

2 手数料を滞納している者は、前項の規定による申

請を行うことができない。

3 管理者は、第 1 項の規定による申請があったとき

は、その内容を審査し、一括納入を承認するとき

は、廃棄物処理手数料一括納入承認(更新)通知書

(第 3 号様式)により申請者に通知するものとする。

(一括納入の承認の有効期間)

第 7条 前条第 1 項の承認(以下「承認」という。)

の有効期間は、2年間とする。ただし、第 14 条の

規定による再申請に係る承認の有効期間は、従前

の承認の有効期間の満了の日までとする。

(一括納入の承認の更新)

第 8 条 承認の有効期間は、第 6条第 3 項の規定に

よる通知を受けた事業者(以下「承認事業者」とい

う。)からの申請により更新することができる。

2 第 6 条及び前条本文の規定は、前項の規定による

更新について準用する。

3 第 1 項の規定による更新の申請があった場合に

おいて、承認の有効期間の満了の日までにその申

請に対する処分がされないときは、従前の承認は、

承認の有効期間の満了後もその処分がされるまで

の間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、承認の更新がされたときは、

その承認の有効期間は、従前の承認の有効期間の

満了の日の翌日から起算するものとする。

(保証金)

第 9 条 管理者は、手数料の滞納額の全部又は一部

に充てるため、あらかじめ承認事業者から保証金

を徴収することができる。

2 保証金の額は、前年の手数料の実績に基づき、別

表の左欄に掲げる前年の手数料調定額(以下「調定

額」という。)の平均月額の区分に応じ、それぞれ

当該右欄に定めるとおりとする。ただし、前年の

手数料の実績がない事業者にあっては、あらかじ

め組合市町に提出される事業計画量に基づき、決

定するものとする。

3 保証金の額は、調定額に著しい乖離が生じたとき

に限り、変更することができる。

4 保証金は、管理者が保管し、保管中は保証金に利

子を付けないものとする。

5 保証金は、次年度において既納の保証金を引き継

ぐものとする。

(保証金の納入)

第 10 条 承認事業者は、管理者が指定する期日まで

に、保証金を納入しなければならない。ただし、

国、地方公共団体その他管理者が特に認める公共

的団体はこの限りではない。

(保証金の充当)

第 11 条 承認事業者が第 5 条第 2 項に規定する期

限までに滞納している手数料を完納しないときは、

保証金を当該手数料の全部又は一部に充当するも

のとする。

(保証金の返還)

第 12 条 保証金は、承認事業者が次の各号のいずれ

かに該当するときはこれを返還する。ただし、前

条に規定する充当すべき手数料がある場合は、保

証金から充当すべき金額を差し引いた残額を返還

するものとする。

(1) 条例第 2 条第 2 項の許可の有効期間が満了し

たとき。

(2) 条例第 2 条第 2 項の許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(4) 一括納入からそのつど納入に変更したとき。
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(承認の取消し)

第 13 条 管理者は、承認事業者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、承認を取り消すことができ

る。

(1) 管理者が指定する期限までに滞納している手

数料を完納しないとき。

(2) 管理者が指定する期日までに保証金を納入し

ないとき。

(3) 不適正な事業の運営を行っている事実が明ら

かになったとき又はそれを疑うに足る客観的な事

実が確認されたとき。

(4) その他管理者が取り消すべき事由があると認

めるとき。

2 管理者は、前項の規定により承認を取り消したと

きは、廃棄物処理手数料一括納入取消通知書(第 4

号様式)により当該事業者に通知するものとする。

(承認の再申請)

第 14 条 前条の規定により承認を取り消された事

業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

第 6 条第 1 項の規定による申請を再度行うことが

できる。

(1) 前条第 1 項第 1 号の規定により承認を取り消

された事業者にあっては、滞納している手数料を

完納し、かつ、1 月の間、手数料を滞納しなかった

とき。

(2) 前条第 1 項第 2 号の規定により承認を取り消

された事業者にあっては、保証金を納入したとき。

(3) 前条第 1 項第 3 号の規定により承認を取り消

された事業者にあっては、取消しの原因となった

事実が適正な事業の運営に支障を及ぼさないこと

が明らかになったと認められるとき。

(4) 前条第 1 項第 4 号の規定により承認を取り消

された事業者にあっては、取消しの原因となった

事由がなくなったと認められるとき。

(その他)

第 15 条 この規則に定めるもののほか必要な事項

は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。

(規則の廃止)

2 東埼玉資源環境組合廃棄物の処理に関する規則

(昭和 48 年規則第 3 号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に東埼玉資源環境組合廃

棄物の処理に関する規則の規定に基づいて徴収す

べきであった手数料については、なお従前の例に

よる。

附 則(平成 25 年規則第 2 号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成 25 年 4

月 1 日以後に搬入される一般廃棄物に係る手数料

について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、改正前の東埼玉

資源環境組合廃棄物処理手数料条例施行規則第 4

条第 1 項ただし書きの規定により一括納入を認め

られている事業者の取り扱いについては、別に定

める。

附 則(平成 26 年規則第 2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成 27 年 1 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に廃止前の東埼玉資源環境組

合廃棄物処理手数料取扱要綱(平成 25 年 3 月 5 日

制定)の規定によってした処分、手続きその他の行

為であって、改正後の東埼玉資源環境組合廃棄物

処理手数料条例施行規則の規定に相当規定がある

ものは、改正後のこれらの規定によってした処分、

手続きその他の行為とみなす。

附 則(平成 28 年規則第 25 号)

この規則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 31 年規則第 1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成 31 年規則第 3号)

この規則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(令和 3年規則第 10 号)

この規則は、令和 3年 4 月 1 日から施行する。

附 則(令和 5年規則第 21 号)

この規則は、令和 5年 10 月 1 日から施行する。

※別表及び別記様式は省略


